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開会時刻 午後１時３０分 

 

ただいまから、令和８年第３回教育委員会定例会を開催します。 

本日は、天野委員、森本委員より、所用により欠席するとの連絡がありま

すので、ご報告いたします。 

また、本日は１名の方から傍聴の申し出がございました。事務局は傍聴人

を入室させてください。 

日程第１、署名委員を決定します。本日は、伊藤委員と松山委員にお願い

いたします。 

続いて、日程第２、議案の審議に入ります。 

はじめに、継続となっております、陳情第１号、江戸川区立松江小学校に

おける児童安全保護活動の外部委託費用補助に関する陳情について、審議い

たします。 

前回の意見等を踏まえて、質問やご意見などがございましたらお願いした

いと思います。 

また、新たな資料請求等もありましたらご発言いただければと思います。

何かありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、まだ各委員さんの意見も出揃ってない感じもいたしますので、

本日は継続としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、陳情第１号は継続といたします。 

次に、第３号議案、給特法の改正を踏まえた業務量管理・健康確保措置実

施計画の策定に係る対応についてですが、都合により取り下げといたしま

す。 

次に、第４号議案、「不登校・親カフェ」開催に伴う教育委員会後援名義

の使用承認についてを議題とします。事務局から説明をお願いいたします。 

 

「不登校・親カフェ」開催に伴う教育委員会後援名義の使用承認につきま

して、ご協議よろしくお願いいたします。 
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今回初めての開催となります。主催は、学校法人東京シューレ学園でござ

います。 

本提案につきましては、不登校に関する理解を深めるために相談や情報提

供を保護者が受けられる機会を、もともと東京シューレ学園やってるんです

けども、さらに機会を増やすということで行うものでございます。 

事業内容としましては、不登校、または不登校気味の子どもを持つ保護者

の方々が気軽に集まって、お茶をしながら相談をしたり情報提供を受けられ

る場をつくっていくということです。 

実施時期としましては、令和８年２月２３日の祝日の１日間となります。 

会場としましては、小岩区民館の集会室になります。 

費用は、無料となっております。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

この件について、何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

ホームページ等でもシューレ学園の今まで講演会をしているということ

を拝見したんですけれども、この中にもあったんですが、講演会とはまた別

にという、和気あいあいという感じでやられるんだと思うんですが、ただ、

参加対象のところで、児童と高校、大学生年齢までの引きこもりの保護者等

となっていますので、ちょっと気にかかったのが、やはり小学生と大学生相

当ですと、保護者の抱えるイメージ、悩みも若干ちょっと差があるのではな

いかなというふうにすごく感想を持ちました。 

また、少人数で行うということですけれども、多分、きちんとされている

と思うんですが、やはり身近な方と出会ってしまうことも多いのかなと思っ

たときに、個人情報等のいろいろなこと、また逆に言えないことも出てくる

のではないかなというふうに、すごく、全然分からなくての感想なんですけ

れども、講演会でも十分なのかなということを感想として、まず持ちました。 

 

ありがとうございます。 

それでは、ご感想ということでよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。 
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ほかに、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

 

２点です。１点は、場所ですが、シューレ学園ではなくて小岩区民館で行

われることについての目的としまして、伺わせていただけたらと思います。 

また、参加者ですが、対象者というのは一応枠組みがありますが、こちら

は事前に登録をしてのことになりますでしょうか。 

そちらの２点、お願いいたします。 

 

まずは、学校という雰囲気の場所ではなくて、気軽に集まれるというとこ

ろで、区民館を利用するというお話は伺っているところでございます。 

また、参加なんですけども、今のところ事前申込みをもとにやっていくと

いうことを聞いております。 

以上でございます。 

 

よろしいでしょうか。 

 

はい。ありがとうございました。 

 

ほかに、何かご質問等ありますか。 

よろしいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、ほかにないようでございますので、第４号議案は原案のとおり

決定してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、原案のとおり決定いたします。 

続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

教育委員会後援名義の使用承認について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

教育委員会後援名義等使用申請一覧、横版の資料をご覧ください。今回３

件のご報告をさせていただきます。 
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１件目の行事でございますが、３９回目の後援名義申請となります。 

行事名は、江戸川区少年少女合唱団第３９回定期演奏会でございます。申

請者は、江戸川区少年少女合唱団、団長。事業の概要といたしましては、合

唱団の１年間の練習成果を発表するとともに、区内小中学校の合唱活動の発

展、区の音楽文化の振興に寄与するというものでございます。実施日時は、

令和８年３月２２日（日）。会場は、タワーホール船堀の大ホール。対象と

いたしましては、区内外の児童生徒、また区民ほかというところでございま

す。経費の徴収といたしましては、参加される団員につきましては、１人参

加費が８，０００円。一般の入場料は１，０００円でございます。 

２件目でございますが、１７回目の後援名義申請でございます。 

行事名は、子どもたちのための芸術ふれあいフェスティバル２０２６。申

請者は、一般社団法人子ども文化コミュニティえどがわ、代表理事でござい

ます。事業の目的といたしましては、子どもたちのためのすぐれた芸術鑑賞

と芸術文化体験、江戸川区の伝統文化の普及発展に寄与し、子どもたちの創

造性、表現力、社会性を育むというものでございます。実施日時は、令和８

年７月５日（日）。会場は、タワーホール船堀（大ホール・展示室等）でご

ざいます。事業の対象は、子どもたち及び一般区民でございます。経費の徴

収といたしましては、後ほど別の資料でご説明いたしますが、参加プログラ

ム毎に材料費等を徴収するものであります。 

３件目でございます。１５回目の後援名義申請でございます。 

出前授業「能楽ことはじめ」。申請者は、緑翔会代表、松山隆之さんでご

ざいます。事業の概要といたしましては、江戸川区の能楽普及とともに、次

世代を担う子どもたちに日本文化に触れる機会を提供する。ユネスコ無形文

化遺産に認定されている能楽を通じて、子どもたちの国際的な視野と豊かな

人間性を育むというものでございます。実施日時は、令和８年３月１２日

（木）。会場、すみません、誤記載がございますので、訂正させていただき

ますが、小岩第一中学校の体育館でございます。事業の対象と範囲は、中学

第２学年、教員、学校関係者でございます。 

続いての資料をご覧いただきますと、少年少女合唱団の定期演奏会の企画

書並びに予算書を参考に添付させていただいてございます。 

また、その次でございますが、子どもたちのための芸術ふれあいフェステ

ィバル２０２６の企画内容でございます。 

１番にございます、舞台、こちらは全席指定で２，８００円というところ

でございますが、そのほかにも、例えば４番のほうで記載がございます、紙

で作るランプシェード作りの体験のコーナー、こちらは２，０００円の参加
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費でございます。 

次のページをご覧いただきますと、６番のところでは、金魚のふるさと江

戸川区ということで、金魚の教室を行うということで、こちらは参加費１，

０００円。 

７番目が江戸切子のグラス作り。こちらが２，２００円。 

次のページの８番で、江戸川伝統工芸保存会の方の内容につきましても展

示室で行っているというところでございます。その他全て、全体で１３の企

画内容をこちらのとおりお示しをさせていただきました。あわせて、予算書

も参考につけさせていただいてございます。 

３点目が能楽ことはじめの企画書でございます。 

事業の目的の二つ目の段落にございますように、子どもたちの豊かな人間

性を育む一役を担うということでございまして、中ほどの事業計画・内容に

ございますように、パワーポイントを活用し、実演を兼ねたプレゼンテーシ

ョン事業を行うというものでございます。社会科の室町文化、音楽科の伝統

芸能の体験機会として実演の講義を行うということでございます。予算書も

参考につけさせていただいてございます。 

ご報告は以上です。 

 

ありがとうございます。 

それでは、一つずついきたいと思います。 

それでは、まず、江戸川区少年少女合唱団第３９回定期演奏会について、

何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、了承する方向で、次に進めてまいりたいと思います。 

２件目、子どもたちのための芸術ふれあいフェスティバル２０２６につい

て、何かご質問等ありましたらお願いします。 

 

様々な各種の催しということで、その中で二つ確認なんですけれども、一

番上の「かいけつゾロリなぞのおたから大さくせん」、劇団の方のというこ

となんですが、入場料が３歳以上均一で２，８００円というのは例年どおり

でしょうか。３歳以上２，８００円、ちょっと高いかなという印象があった

もので、例年この値段なんでしょうかということと、もう一つは予算書のほ
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うで、９番、１３番について、「参加費は各参加団体に一任」とあったんで

すけれども、これは本当におまかせでということなんでしょうか。ほかにも

材料費がかかるもので、親子で参加というものは気にならなかったんです

が、その二つがすごく気になりました。 

 

例年、全部企画内容は異なってございまして、ご指摘いただきました経費

につきましては、今年からの項目になりますので、昨年度の内容はちょっと

分からないんですけれども、昨年で申し上げますと、大ホールでは「エルマ

ーとりゅう」というようなステージをやっていただいていたようでございま

す。実績報告書はいただいているんですけれども、昨年度のほうにつきまし

ては、すみません、合計の金額しか記載がございませんので、それぞれの企

画ごとの金額というのは、ちょっとごめんなさい、いただいた資料にはござ

いませんでした。記憶の限りではありますけれども、例年、大ホールで行っ

ている舞台につきましては大体同程度の金額だったかなと思います。それぞ

れの舞台であったり、体験コーナーにつきましては、それぞれの実際に実施

していただいている団体さんのほうに確認しながら料金設定をしていると

いうふうにお伺いしてございますが、確かに、大きな舞台を使った出演者も

セットなども、かなり必要なものについては比較的高めの金額設定にはなっ

ているところでありますが、その他、実費程度のものもございますが、それ

ぞれの実態に応じて結果的には値段の設定をされている、そのようにお伺い

しているところでございます。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

 

この件について、ほかにご質問等ありましたらお願いいたします。 

 

１７回目の後援申請ということで、問題はないのであろうと思われます

が、１年目なので確認させてください。予算の支出に関しまして、劇団公演

料・講師謝金が全てひとまとめで金額が記載されていて、摘要部分が空欄な

んですが、こちらは公演、今まで終わった後の報告の中で、細かな細目でご

報告はいただいている内容となりますでしょうか。 

 

予算書につきましては、細かな項目でのご報告というところでいただいて

いるところではございません。やはり決算書につきましてもある程度丸めた
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数字にはなってございますが、今回もご覧いただければお分かりになると思

いますが、予算書の下のところに参加費記載がございまして、ものによって

違うんですけれども、参加費と参加人数というところが記載がございますの

で、これらを掛け合わせて足し合わせたものが、こちらのほうになっている

というふうなものになってございまして、公演料・謝金、具体のところを全

て細かくというところは現時点ではいただいてございません。 

以上です。 

 

よろしいでしょうか。 

 

ごめんなさい。文化と工芸が混ざっているところで、できればこういった

ことは、これからは公演料と講師料が別々に記載されていることが望ましい

かなと思います。意見です。よろしくお願いします。 

 

じゃあ、２件目のイベントについて、ほかにいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、３件目、出前授業「能楽ことはじめ」について、何かご質問等

ありましたらお願いいたします。 

 

先日、宇喜田小学校の研究事業に参加させてもらって、子どもたちが松山

さんを見て「能の人だ」というふうに、すごく親しげに喜ばれていたので、

やはり日本の古典芸能をやられている方が身近にいらっしゃるというのが、

すごく子どもたちにとってはすごいことなんだなということを感動いたし

ましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

私からも。この対象者が中学校２年生という意味合いで書かれているんで

しょうか、この第二学年というのは。先ほど、宇喜田小のお話もありました

けれども、これは違う性質のものなんですか。 

 

今回、後援名義の申請をいただいているのは、小岩第一中学校の部分だけ

でございます。過去につきましては、小学校で行っているものについては、
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５、６年合同でやったり、６年生でやったりということで、それぞれ対象学

年異なってございます。 

 

分かりました。大変失礼いたしました。 

 

補足していいですか。 

小学生と中学生、それぞれ内容を分けて出前授業を行っています。小学生

は６年生の教科書に歴史、社会科ですね、室町文化で能楽という言葉が初め

て出てくる機会で６年生を対象、中学校では２年、３年の音楽の教科書に和

文化、能楽が出てきますので、そちらを中心ということで、６年生を受けた

子も中学校２年生で、再び違う内容で能楽に触れるという機会を提供してい

る内容となります。 

 

ありがとうございます。 

それでは、よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

３件の申請がございました。３件通しまして、何かご質問等ありましたら

お受けしたいと思いますが。 

よろしいですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

では、ないようでございますので、ただいまの報告事項を了承したいと存

じます。 

次に、教職員の人事についての報告にまいりますが、人事に関する案件で

ございますので、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘密会によ

り審議したいと思いますが、この発議に賛成の方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

挙手多数ということでございますので、本案件は秘密会となります。 

報告は本日の公開案件の後に行いたいと思います。 
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次に、いじめ電話相談（令和８年１月分）について、事務局から説明をお

願いいたします。 

 

令和７年度１月分のいじめ電話相談なんですが、１月はゼロ件でございま

した。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

ゼロ件ということでございますが、ご質問とかありますか。 

よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、ほかになければ、ただいまの報告事項を了承したいと存じます。 

それでは、これより会議は秘密会となりますので、傍聴人の方はご退室を

よろしくお願いいたします。 

 

〔秘密会〕 

 

〔秘密会終了〕 

 

秘密会はここまでとします。 

以上をもちまして、令和８年第３回教育委員会定例会を終了します。 

 

閉会時刻 午後２時１６分 

 

 

 


